




海外に在住し日本国内に住所を有しない方の扶養認定について 

対象者には日本国籍を持ち海外に在住している方も含みます。 
 

 

扶養申請の際に異動届に添付していただく確認書類 

１. 現況申立書 海外に居住し日本国内に住所を有しない被扶養者用  

２. 身分関係を確認する「続柄が確認できる公的証明書」又はそれに準ずる書類の原本 

３. 収入を確認する書類又はそれに準ずる書類の原本 

４. 被保険者と同一世帯であることを確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類の原本 

 

※ 外国語で作成された書類には、「日本語の翻訳文」に「翻訳者の署名」があるものを 

添付してください。 

 

※ 次ページに日本国内で就労者の多い主な国の確認書類の例を記載してあります。 

 

・準ずる書類とは、国や地域により必ずしも形態や記載内容が一致するものではない 

ことから、提出された書類により個別に判断することとなります。 

提出された書類が準ずる書類に該当するものか、認定を行う前に、厚生労働省保険局 

保険課と協議する必要がありますので、認定の決定までに日にちを要します。 

 

・被保険者と別居している場合は仕送り額の確認できる、金融機関発行の振込み依頼書 

又は振込先の通帳の写し直近 3 ヵ月分が必要となります。 

 

 

注意 確認書類の提出に代えて本人申し立てとすることは認められません。 

確認書類を提出できない場合は、認定することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

日本国内で就労者の多い主な国の確認書類の例 

 

 

 

・ 上記以外の書類が提出された場合は、認定を行う前に、厚生労働省保険局保険課と 

協議する必要がありますので、認定の決定までに日にちを要します。 
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国名 
２. 身分関係を確認する書類の例 

中 国 

・親族関係証書（続柄など） 

・住民戸籍簿（住所） 

ただし自治体により対応が異なる可能性有り 

韓 国 

・家族関係証明書（日本の戸籍謄本にあたるもの） 

・婚姻証明書（配偶者の場合） 

・出生証明書（親子関係の場合） 

フィリピン 
・婚姻証明書（配偶者の場合） 

・出生証明書（親子関係の場合） 

ベ ト ナ ム  

・日本の戸籍謄本にあたるもの 

・婚姻証明書（配偶者の場合） 

・出生証明書（親子関係の場合） 

ブ ラ ジ ル  ・領事館発行の婚姻証明書 

国名 

３. 収入を確認する書類の例 

収入がない場合 収入がある場合 

中 国 

・自治体発行の無収入証明書 

ただし自治体により対応が異なる 

可能性有り 
勤務先から交付された 

収入証明書 原本 

（直近３ヶ月分） 

韓 国 ・管轄税務署発行の無所得証明書 

フィリピン 

ベ ト ナ ム  

・無収入の証明については決まった 

ものがなく、自治体の窓口などで 

個別対応の可能性 



１．被保険者

２．被扶養認定対象者

３．認定対象者の現況

＊収入の内容を具体的に記載

現況申立書　海外に居住し日本国内に住所を有しない被扶養者用

月
額

記号 番号 氏名

年
額

内
訳

〈１〉

〈２〉

フリガナ

氏名

在住先の国名（可能な場合は州名、省名も記載してください。 被扶養者として申請した理由

生年月日 性別 ※続柄
昭 年 月 日 男

円

平 女

月
額

月
額

※収入 あり なし

同居 別居

で囲われている事項については、証明書類の提出が必要になります。※

円

円

※仕送り状況 円
仕送

方法
送金 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

給与

事業収入

年金

その他＊
円

円
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